
市内の行政分譲地を購入し、住宅を新築する方へ助成金を交付します。

補助対象者

【個人向け】

令和８年度

白河市行政分譲地建築助成金

白河市　市長公室　企画政策課　企画調整係
☎0248 - 2 8 - 5 5 0 0 (直通)

最大：４５０万円

◇市と行政分譲地の売買契約を締結し、住宅を新築する方

◇建売住宅販売を目的として市と行政分譲地の売買契約を締結し、
【事業者向け】

住宅を新築する事業者　など
※売買契約締結後1年以内に工事請負契約を締結することなどが必要です。

行政分譲地

◇第２白鳥ニュータウン〔表郷地域〕

◇田園町府ニュータウン〔大信地域〕

助成対象

助成金額

【個人向け】
◇住宅の床面積3.3㎡あたり10万円（上限400万円）
※若年者、子育て世帯又は新婚世帯に該当する場合：15万円

【事業者向け】

◇住宅の床面積3.3㎡あたり15万円（上限400万円）

※建築業者の本店又は支店等が市内に所在する場合に50万円を加算します。

詳細は下記QRコードより
ご確認ください。

MAIL:kikaku@city.shirakawa.fukushima.jp

(個人・事業者共通)



＜白河市行政分譲地建築助成金（個人向け）＞
１　助成対象者　次のいずれにも該当する方
　□市と行政分譲地の売買契約を締結し、その１年以内に建築業者と同地に住宅を新築するため　　
　　の工事請負契約を締結した方
　□納期限が到来している市税等の滞納がない方
　□行政分譲地内の同一区画において過去にこの助成金の交付を受けていない方
２　助成金額（最大450万円）
　◇基本額（上限400万円）
　・住宅の床面積3.3㎡あたり10万円
　※申請者が若年者、子育て世帯又は新婚世帯のいずれかに該当する場合には、
　　住宅の床面積3.3㎡あたり15万円
　◇特別加算
　・建築業者の本店又は支店等が市内に所在する場合に50万円を加算。
　※若年者　　：認定申請を行う日（以下、基準日）において39歳以下の方。
　　子育て世帯：基準日において、就労していない１８歳以下の子ども（１８歳に達した日以降の最初の４月１日を経過した者を除く。）
　　　　　　　　又は出生以降に同居する予定の妊娠中の子ども（出産予定であることが母子健康手帳等で確認できるものに限る。）を養　　　
　　　　　　　　育する世帯。
 　　新婚世帯　：基準日において、夫婦のいずれかが３９歳以下であり、婚姻の届出をした日から起算して３年未満の世帯。

３　交付申請書類
　ステップ１：認定申請
　工事請負契約締結後に申請してください。
　□白河市行政分譲地建築助成金（個人用）対象住宅認定申請書
　□建築工事請負契約書の写し
　□建築業者の建設業許可番号等が確認できる書類
　□建築工事の図面
　□市税等の滞納がないことを証明する書類
　□入居予定者全員の住民票の写し
　□母子健康手帳の写し
　□建築業者の本店又は支店等が市内に所在することを証明する書類
　□ その他市長が必要と認める書類
 　ステップ２：助成金の交付申請
　対象住宅の登記事項証明書に記載された新築の日から3ヶ月以内に申請してください。
　□白河市行政分譲地建築助成金(個人用)交付申請書
　□住宅の登記事項証明書
　□入居者全員の住民票の写し
　□建築工事の完成写真
　□その他市長が必要と認める書類

　※助成金は予算の範囲内での交付となりますのでご了承ください。

４　申請・問い合わせ先　
　　白河市企画政策課企画調整係　
　　☎0248-28-5500（直通）　〒961-8602　白河市八幡小路7番地１

(第１号様式)

(妊娠中であることを理由に子育て世帯に該当する場合に限る)
（特別加算を申請する場合に限る）

(第４号様式)
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